
野田市告示 第２２７号 

 

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６の規定に基づき、

特定生産緑地の指定を解除したので、第１０条の６第２項の規定に基づき、

次のとおり公示する。 

 

 

  令和７年１１月５日 

 

野田市長  鈴 木  有   

  

 

                                         

１ 指定を解除する特定生産緑地の区域及び面積 

  別紙のとおり 



「区域は指定解除図表示のとおり」

特定生産緑地（野田市）の指定解除

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第２項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように指定を解除する。

生産緑地

地区番号
生産緑地名

面 積

備考 図面番号生産緑地地区

(都市計画)

特定生産緑地

既指定

区域

指定を解除する

区域

137 山崎第５５生産緑地地区 約 0.35ha 約 0.35ha 約 0.05ha 一部解除 １

147 山崎貝塚町第６生産緑地地区 約 0.12ha 約 0.12ha 約 0.12ha ２

148 山崎貝塚町第７生産緑地地区 約 0.19ha 約 0.19ha 約 0.19ha ３



特定生産緑地指定解除図 地区：１３７号山崎第５５生産緑地 図面番号３

1：2,500

凡 例

都市計画

生産緑地地区

特定生産緑地

既指定区域

特定生産緑地

解除区域
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特定生産緑地指定解除図 地区：
147号山崎貝塚町第６生産緑地
148号山崎貝塚町第７生産緑地 図面番号２

1：2,500 

凡   例 

 都市計画 

生産緑地地区 

 特定生産緑地 

既指定区域 

 特定生産緑地 

解除区域 


